
規 則

〇風致地区内建築等規制条例施行規則の一部を改正する規則……………（都市計画課） ４５
告 示

〇北海道不動産鑑定業者登録簿閲覧所の場所及び閲覧規則の一部改正…（計画推進局） ４５
〇土地改良区の定款の変更の認可………………………………………（農業施設管理課） ４５
〇道営土地改良事業の工事の完了………………………………………（農業施設管理課） ４５
〇知事権限に係る保安林の指定の予定……………………………………………（治山課） ４６
〇知事権限に係る保安林の指定……………………………………………………（治山課） ４６
〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の解除の予定…………………………（治山課） ４７
〇道路の供用の開始…………………………………………………………………（道路課） ４７
〇海岸保全区域の指定の一部改正……………………………………………（砂防災害課） ４７
〇都市計画事業の事業計画の変更の認可……………………………………（都市環境課） ４８

道教育庁渡島教育局告示

〇特定調達契約に係る入札の公告……………………………………………………………… ４８
道警察本部告示

〇特定調達契約に係る入札の公告……………………………………………………………… ４９
〇特定調達契約に係る落札者等の公示………………………………………………………… ５０

規 則

風致地区内建築等規制条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３９号

風致地区内建築等規制条例施行規則の一部を改正する規則
風致地区内建築等規制条例施行規則（昭和４５年北海道規則第７７号）の一部を次のように改
正する。
第５条第３号を次のように改める。
� 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

附 則

この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。

告 示

北海道告示第４３５号

昭和４０年北海道告示第６０１号（北海道不動産鑑定業者登録簿閲覧所の場所及び閲覧規則）
の一部を次のように改正する。
平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
第１の事項中「西７丁目」を「西６丁目」に改める。

北海道告示第４３６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２３年６月１６日、下
川土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４３７号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５
号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。
平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
西 長 沼 かんがい排水［一般］ 平成２２．１１．１９
吉 沢 同 同 ２３．３．１７
南 長 一般農道整備［過疎基幹］ 同 ２２．１２．２０
稔 南 畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設） 同 ２３．３．７

きよ

同 同 （区画整理、暗渠排水） 同 ２２．１１．１８
きよ

音 江 西 経営体育成基盤整備［一般］（暗渠排水） 同 ２１．１１．１０
同 同 （区画整理） 同 ２２．６．１０
南長沼中央 同 （農業用用排水施設） 同 １９．１２．１４
同 同 （区画整理） 同 ２２．１０．２０
浦 臼 地域水田農業支援緊急整備［緊急整備型］（農業用用排水施設） 同 ２１．１２．１８
同 同 （客土） 同 １９．１１．３０
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きよ

浦 臼 地域水田農業支援緊急整備［緊急整備型］（暗渠排水） 平成２２．５．２０
同 同 （区画整理） 同 ２０．１１．２７
豊 里 南 経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、区画整理） 同 ２２．１２．２０

きよ

同 同 （暗渠排水） 同 ２２．１０．２９
下 岩 内 北 同 （区画整理） 同 ２３．２．８
南学田北部 同 （農業用道路） 同 ２２．８．３０

きよ

同 同 （農業用用排水施設、区画整理、暗渠排水） 同 ２２．１２．２０
きよ

幌 里 西 同 （暗渠排水、区画整理） 同 ２２．７．１６
花 月 第 １ 同 （農業用用排水施設） 同 ２１．１１．３０

きよ

同 同 （暗渠排水） 同 ２１．７．３０
同 同 （区画整理） 同 ２１．１２．２１

北海道告示第４３８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 礼文郡礼文町大字香深村字ヘウケトンナイ５４６地先・３１５

（以上１筆地先１筆ついて次の図に示す部分に限る。）、
５４６、６５８

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷総合振
興局産業振興部林務課及び礼文町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４３９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林の所在場所 函館市汐首町３８８の７・３８８の８・３９２の１・３９３・３９３の１・

５３５の１・５３５の２・７４５（以上８筆について次の図に示す部分
に限る。）、３８６の２、３８８の４、３８８の５、３８９の１、３８９の２、
３９１

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所 松前郡福島町字宮歌２６３（次の図に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所 礼文郡礼文町大字船泊村字ウヱントマリ１２７地先（次の図に
示す部分に限る。）、１２６、１６５、３２２、５０２の２

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局産
業振興部林務課並びに函館市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第４４０号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 野付郡別海町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備

３ 解 除 の 理 由 農道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び別海町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４４１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道空知総合振興局札幌建設管理部に

備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

道道 月形厚田線 石狩郡当別町字青山奥１２９４番１２地先から
同郡当別町字青山奥１７７０番１４地先まで

平成２３．７．４

北海道告示第４４２号

昭和３６年北海道告示第１２２８号（海岸保全区域の指定）の一部を次のとおり改正する。

その関係図書は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道留萌振興局留萌建設管理部に

備え置いて縦覧に供する。

平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

５天塩沿岸海岸保全区域の表天塩沿岸の	苫前海岸の苫前町の項海岸保全区域の欄中２の
事項を次のように改める。

２ 三豊地区海岸の次の基点Ａから基点Ｃまでの各点を順次に結ぶ線、基点Ｃと海保５を結

ぶ線、海保５から海保６０までの各点を順次に結ぶ線、基点Ａと補点
を結ぶ線、補点
か
ら補点�までの各点を順次に結ぶ線及び海保６０と補点�を結ぶ線によって囲まれた区域
基準点 ３級基準点Ｈ１８－３－１６ 世界測地系座標値Ｘ＝＋３３，７８５．４１７ Ｙ＝－

４７，９８９．０５８の地点

基点Ａ 基準点から方向角１４１度３９分３８秒の方向１０．１６９メートルの地点

基点Ｂ 基点Ａから方向角１６９度０５分５５秒の方向９．５１８メートルの地点
基点Ｃ 基点Ｂから方向角１６７度１５分１６秒の方向１０２．４２９メートルの地点
海保５ 基点Ｃから方向角１７０度１３分４３秒の方向２３．１６８メートルの地点
海保６ 海保５から方向角２５９度３５分３６秒の方向１３．１９８メートルの地点
海保７ 海保６から方向角１７１度４６分３１秒の方向４６．００９メートルの地点
海保８ 海保７から方向角８１度３０分１８秒の方向７．２１６メートルの地点
海保９ 海保８から方向角１７３度０７分１２秒の方向６．３５３メートルの地点
海保１０ 海保９から方向角２６１度３０分３６秒の方向７．１５９メートルの地点
海保１１ 海保１０から方向角１７２度１１分３５秒の方向１４２．２００メートルの地点
海保１２ 海保１１から方向角２６１度３４分５９秒の方向２．９３８メートルの地点
海保１３ 海保１２から方向角１７１度２３分１３秒の方向８８．１８０メートルの地点
海保１４ 海保１３から方向角１６７度０６分４１秒の方向６８．８７９メートルの地点
海保１５ 海保１４から方向角１６１度３２分３９秒の方向９．５５９メートルの地点
海保１６ 海保１５から方向角１６９度４７分４５秒の方向１７．３８６メートルの地点
海保１７ 海保１６から方向角１３０度５８分００秒の方向１６．９６０メートルの地点
海保１８ 海保１７から方向角１７１度０２分０４秒の方向４９．５７６メートルの地点
海保１９ 海保１８から方向角２６８度５３分５７秒の方向５．３０９メートルの地点
海保２０ 海保１９から方向角１５６度３３分１０秒の方向５．４１８メートルの地点
海保２１ 海保２０から方向角２５３度２４分３５秒の方向２．７２１メートルの地点
海保２２ 海保２１から方向角１６３度２４分１１秒の方向６．５４７メートルの地点
海保２３ 海保２２から方向角１９１度４７分２０秒の方向１０４．１４９メートルの地点
海保２４ 海保２３から方向角１９７度１６分００秒の方向３１．７８０メートルの地点
海保２５ 海保２４から方向角１９４度３６分２３秒の方向１８．９５９メートルの地点
海保２６ 海保２５から方向角１８９度１７分３８秒の方向１８．９６０メートルの地点
海保２７ 海保２６から方向角１８６度３８分１７秒の方向３４．８４６メートルの地点
海保２８ 海保２７から方向角１８９度００分４１秒の方向０．２３０メートルの地点
海保２９ 海保２８から方向角１８８度５９分５３秒の方向１１３．０３５メートルの地点
海保３０ 海保２９から方向角１９４度０７分１６秒の方向３１．３９３メートルの地点
海保３１ 海保３０から方向角１９６度００分４３秒の方向１５７．７７４メートルの地点
海保３２ 海保３１から方向角１９０度２４分２８秒の方向２６．９６４メートルの地点
海保３３ 海保３２から方向角２３３度１０分５０秒の方向３２．９３７メートルの地点
海保３４ 海保３３から方向角１７２度２８分１５秒の方向１７．３５５メートルの地点
海保３５ 海保３４から方向角１５９度１８分３５秒の方向２１．１１７メートルの地点
海保３６ 海保３５から方向角１５１度３４分１２秒の方向８９．８０６メートルの地点
海保３７ 海保３６から方向角６０度４２分１１秒の方向２．３６４メートルの地点
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海保３８ 海保３７から方向角１６６度３９分４８秒の方向９．１１７メートルの地点
海保３９ 海保３８から方向角１５１度３７分５８秒の方向２５．０８４メートルの地点
海保４０ 海保３９から方向角１６４度０４分１８秒の方向５８．１５６メートルの地点
海保４１ 海保４０から方向角１６８度１５分４６秒の方向４４．６２１メートルの地点
海保４２ 海保４１から方向角１７４度４３分０９秒の方向３１．２８１メートルの地点
海保４３ 海保４２から方向角１７８度４３分２３秒の方向１７．２３１メートルの地点
海保４４ 海保４３から方向角１８２度４１分４３秒の方向２３．７５３メートルの地点
海保４５ 海保４４から方向角１８４度１０分２８秒の方向１０２．５５０メートルの地点
海保４６ 海保４５から方向角１９５度１７分１７秒の方向３８．８４８メートルの地点
海保４７ 海保４６から方向角１８７度０８分３０秒の方向８０．２６６メートルの地点
海保４８ 海保４７から方向角１８０度５２分３２秒の方向２３．７５７メートルの地点
海保４９ 海保４８から方向角１６７度４４分４８秒の方向１９．２８５メートルの地点
海保５０ 海保４９から方向角８２度５６分２７秒の方向２５．７８６メートルの地点
海保５１ 海保５０から方向角１７２度０５分５２秒の方向２６．４６１メートルの地点
海保５２ 海保５１から方向角１７１度４７分４７秒の方向８７．２７３メートルの地点
海保５３ 海保５２から方向角２６１度４７分４９秒の方向３０．７５４メートルの地点
海保５４ 海保５３から方向角１７０度３７分２６秒の方向１６５．４８０メートルの地点
海保５５ 海保５４から方向角１７１度５１分０３秒の方向１６１．２１３メートルの地点
海保５６ 海保５５から方向角１８６度５５分４２秒の方向１９．９３８メートルの地点
海保５７ 海保５６から方向角１６４度３６分３７秒の方向１２２．００６メートルの地点
海保５８ 海保５７から方向角１７３度１３分４６秒の方向８４．１３７メートルの地点
海保５９ 海保５８から方向角１６６度２８分２４秒の方向６０．５１８メートルの地点
海保６０ 海保５９から方向角１７２度２５分５４秒の方向１０１．４２１メートルの地点
補点
 基点Ａから方向角２７１度５９分５９秒の方向８１．０２０メートルの地点
補点� 補点
から方向角１７０度５７分３７秒の方向４３８．１２３メートルの地点
補点 補点�から方向角１６４度４８分１７秒の方向２４６．０９４メートルの地点
補点� 補点から方向角１９５度０１分３７秒の方向３０２．５３２メートルの地点
補点� 補点�から方向角２０６度１５分４１秒の方向１８３．６９３メートルの地点
補点� 補点�から方向角１６８度５５分３６秒の方向６６．９４６メートルの地点
補点� 補点�から方向角１５２度０９分５５秒の方向１２９．６７９メートルの地点
補点� 補点�から方向角１４２度１７分４４秒の方向５２．３８７メートルの地点
補点� 補点�から方向角１７７度５２分２０秒の方向１４７．４３５メートルの地点
補点� 補点�から方向角１８６度３０分２５秒の方向２１１．９０５メートルの地点
補点� 補点�から方向角１７１度０５分４９秒の方向２７９．０５６メートルの地点
補点� 補点�から方向角１７０度３４分０７秒の方向４９８．４９２メートルの地点

補点� 補点�から方向角１６４度４０分２０秒の方向５１．３９２メートルの地点
５天塩沿岸海岸保全区域の表天塩沿岸の	苫前海岸の苫前町の項海岸保全区域の欄中３の
事項を削り、４の事項を３の事項とし、５の事項を４の事項とする。

北海道告示第４４３号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業の事業計画の変更を認可した。
平成２３年６月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 帯広市
２ 都市計画事業の種類及び名称 帯広圏都市計画道路事業（３・４・２４号公園東通）
３ 事 業 施 行 期 間 平成２０年４月３０日から平成２４年３月３１日まで
４ 事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ） 平成２１年北海道告示第８１６号の事業地のうち帯広市稲

田町地内において事業地を変更する。

道教育庁渡島教育局告示

北海道教育庁渡島教育局告示第２３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年６月２４日

北海道教育庁渡島教育局長 和 田 基 興
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び数量（調達予定数量）
灯油（福島町地区） ６，０００リットル

� 調達をする物品等の仕様等 ＪＩＳ規格１号
� 契 約 期 間 契約締結の日から平成２４年３月３１日まで
	 納 入 場 所 北海道福島商業高等学校
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。
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	 石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６号）第２４条第１項に定める石油
販売業の届出をしていること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の	に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年６月２４日（金）から同年７月２９日（金）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０４１－８５５７ 函館市美原４丁目６番１６号
北海道教育庁渡島教育局道立学校運営支援室

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁渡島教育局道立学校運営支援室

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 函館市美原４丁目６番１６号 渡島合同庁舎４階４０２号会議室

（送付による場合は、郵便番号０４１－８５５７ 函館市美原４丁目
６番１６号 北海道教育庁渡島教育局道立学校運営支援室）

� 入 札 日 時 平成２３年８月４日（木）午前１１時（送付による場合は、同月
３日（水）午後４時までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
	 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：oshikyo.

shien@pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否

平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のウ及び３の�による。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道教育庁渡島教育局道立学校運営支援室
� 所 在 地 郵便番号０４１－８５５７ 函館市美原４丁目６番１６号

電話番号０１３８－４７－９０２９
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Kerosene (JIS class 1) 6,000 liters

Ｂ Bid tendering date and time : 11 : 00 A.M., August 4, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than 4 : 00 P.M., August 3, 2011)

Ｃ Contact : Office of Prefectural School Spending Management, Oshima District Bureau of

Education, Hokkaido Office of Education, 6-16 Mihara 4, Hakodate 041-8557 Japan

Phone : 0138-47-9029

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第２１９号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年６月２４日

北海道警察本部長 殿 川 一 郎
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
オンラインネットワーク用端末装置の賃貸借 一式 ４４５台（１月当たりの単価）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
� 契 約 期 間 平成２３年１０月１日から平成２９年９月３０日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
	 納 入 場 所 入札説明書による。

北 海 道 公 報 第����号 ４９平成２３年６月２４日（金曜日）



２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の賃貸借（電子計算機）の資格を有するこ
と。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

	 当該調達物品に関し、保守体制が整備されていること。
� 当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の	及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年６月２４日（金）から同年７月２２日（金）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０６０－８５２０ 札幌市中央区北２条西７丁目
北海道警察本部総務部会計課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道警察本部総務部会計課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場

（送付による場合は、郵便番号０６０－８５２０ 札幌市中央区北２
条西７丁目 北海道警察本部総務部会計課）

� 入 札 日 時 平成２３年８月３日（水）午前１０時（送付による場合は、同月
２日（火）午後５時までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
	 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金

平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。
７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
北海道警察本部総務部会計課に申し込むこと。
また、北海道警察のホームページ（http : //www.police.pref.

hokkaido.lg.jp/）においてダウンロードすることができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めた予定
価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ 落札者と契約を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う競争入札への参加を除外する措
置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�、�及び�から�までによるほか、次に
よる。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５２０ 札幌市中央区北２条西７丁目

電話番号０１１－２５１－０１１０ 内線２２４０
１１ Summary

Ａ The nature and quantity of products to be procured : Personal Computer 1 set

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., August 3, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M., August 2, 2011)

Ｃ Contact : Finance Division, General Affairs Department, Hokkaido Prefectural Police

Headquarters, Nishi 7-chome, kita 2-jo, Chuo-ku, Sapporo 060-8520 Japan

Phone : 011-251-0110 Extension 2240

北海道警察本部告示第２２０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
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平成２３年６月２４日
北海道警察本部長 殿 川 一 郎

１ 落札に係る物品等の名称及び数量
デジタル解析図化システムの賃貸借 一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２３年５月９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 日立キャピタル株式会社
� 住 所 東京都港区西新橋２丁目１５番１２号
４ 落札金額
月額 １，０４８，９５０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年３月２９日付け北海道警察本部告示第１６１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目
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